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給付制限の対象の方（退職理由が自己都合など）は、令和
元年台風第19号の激甚災害指定に伴い、給付開始時期
が早まります。 

  
  

  激甚災害発生日時点で、以下に該当する方(※1)は、給付制限期間が短縮（３か月⇒１ 

 か月）される特例措置がありますので、できる限り早くハローワークに来所してください。 

 ① 災害救助法の指定地域に居住していた(※2)方 

 ② 災害救助法以外の激甚災害法の指定地域に居住している方であって、かつ、 

   地方公共団体が発行する被災に関する証明書（罹災証明書、被災証明書等）により 

   被災を証明できる方    

    ※１ 雇用保険受給資格者証の15欄（「給付制限」）に「３ヶ月」と印字されている方が対象となり、令和２年 10月10日 

               までに離職した方に限ります。 

        ※２ 地域ごとに災害救助法の適用となった日となります。 

  

① 雇用保険求職者給付の手続がお済みの方 
 ○ 激甚災害発生日時点で、給付制限期間が１か月を経過し 
  ている方は、激甚災害発生日から失業の認定を受けること 
  ができます。 
 ○ 待期中又は給付制限期間が１か月を経過していない方は 
  待期満了後１か月経過後から、失業の認定を受けることが 
  できます。 
 ○ ハローワークから指定された失業認定日（「雇用保険受 
  給資格者証」に記載があります）に関わらず、ハローワー 
  クに来所すれば、激甚災害発生日から来所日の前日（待期 
  満了後１か月経過していない方は、１か月経過した日の翌 
  日から来所日の前日）までの分（28日分が上限）の給付を 
  受けることができます。 
 ○ これ以後は、ハローワーク指定の失業認定日に来所して 
  ください。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
       

 

  

② 今後、雇用保険求職者給付の手続をされる方 

 ○ 待期満了後１か月経過後から、失業の認定を受けること 

  ができます。 

 ○ ハローワーク指定の失業認定日に来所してください。 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 

  

詳細な内容や、お困りのことがあれば、裏面のハローワークや労働局にご相談ください。 

※ 制度利用に当たっての留意事項 
  激甚災害発生日時点で、当該被災地域内に居住していた方が対象です。  
 災害発生後、当該地域外に転居した場合も対象になります。 

   【激甚災害指定に伴う雇用保険求職者給付の給付制限の特例】 
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ハローワーク及び地方運輸支局等一覧 

 

労働局・ハローワーク 所在地 電話番号 

ハローワーク仙台 
〒989-0852 
仙台市宮城野区榴岡 4-2-3 
仙台ＭＴビル 3 階・4 階・5 階 

022-299-8811 

ハローワーク大和 
〒981-3626 
黒川郡大和町吉岡南 2-3-15 

022-345-2350 

ハローワーク石巻 
〒986-0832 
石巻市泉町 4-1-18 石巻合同庁舎 

0225-95-0158 

ハローワーク塩釜 
〒985-0001 
塩釜市新浜町 3-18-1 

022-362 -3361 

ハローワーク古川 
〒989-6143 
大崎市古川中里 6-7-10 古川合同庁舎 

0229-22-2305 

ハローワーク大河原 
〒989-1201 
柴田郡大河原町大谷字町向 126-4 オーガ 1 階 

0224-53-1042 

ハローワーク白石 
〒989-0229 
白石市字銚子ケ森 37-8 

0224-25-3107 

ハローワーク築館 
〒987-2252 
栗原市築館薬師 2-2-1 築館合同庁舎 

0228-22-2531 

ハローワーク迫 
〒987-0511 
登米市迫町佐沼字内町 42-10 

0220-22-8609 

ハローワーク気仙沼 
〒988-0077 
気仙沼市古町３丁目３－８ 気仙沼駅前プラザ２階 

0226-24-1716 

宮城労働局職業安定部

職業安定課 

〒983-8585 

仙台市宮城野区鉄砲町１ 仙台第 4 合同庁舎２階 
022-299-8061 

地方運輸支局等 所在地 電話番号 

東北運輸局海事振興部

船員労政課 

〒983-8537 

仙台市宮城野区鉄砲町１ 仙台第 4 合同庁舎６階 
022-791-7525 

気仙沼海事事務所 
〒988-0034 
気仙沼市朝日町 1-2 気仙沼合同庁舎４階 

0226-22-6906 

石巻海事事務所 
〒986-0845 
石巻市中島町 15-2 石巻港湾合同庁舎 3 階 

0225-95-1228 


